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１． 基本的な考え方 

落札候補者の決定に当たっては、徳島県にとって最適な事業者を選定するため、入札価格の評価と

提案内容の評価を加算する総合評価方式を採用し、予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のう

ち、合計点の最も高い入札者を落札候補者とする。 

(1)入札価格の評価 

入札価格の評価については、後に示す計算式に基づき、2,000点を満点とする入札価格に対する評価点

（以下「価格評価点」という。）を与える。 

(2)提案内容の評価 

「提案書評価表」に基づき提案内容を評価し、3,000点を満点とする「技術評価点」を与える。 

(3)合計点の最も高い者が２以上あるとき（同点のとき）の対応 

以下の順で落札候補者を決定する。 

ア 入札者それぞれの「価格評価点」及び「技術評価点」が異なる場合 

「技術評価点」が高い者を落札候補者とする。 

イ 入札者それぞれの「価格評価点」及び「技術評価点」が同じ場合 

当該入札者間でくじ引きを実施し、落札候補者を決定する。くじを引かない者があるときは、これ

に代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

(4) 有効数字 

価格評価点及び技術評価点の評価項目ごとに小数点以下２桁までを有効とし、小数点以下３桁目で四捨

五入する。 

 

２． 入札価格の評価 

入札価格に対する得点（以下「価格評価点」という。）の算出方法は下記のとおりとし、令和７年

度から令和８年度末までに実施する災害時情報共有システム構築費については1,200点満点、令和９年

度から令和13年度末までに実施する災害時情報共有システム運用保守費については800点満点とする。 

構築費 価格評価点（令和７年度～８年度の合算） 

(
構築費上限金額 −構築費

構築費上限金額 −構築基準金額
 ) ×  1,200点

 

  ※ただし、構築費が構築基準金額を下回る場合の価格評価点は、一律最高点で評価する。 

運用保守費用 価格評価点（令和９年度～令和13年度の合算） 

(
運用保守費上限金額−運用保守費

運用保守費上限金額−運用保守費基準金額
 ) ×  800点 

  ※ただし、運用保守費が運用保守基準金額を下回る場合の価格評価点は、一律最高点で評価す

る。 

※入札価格及び上限額については、全て消費税及び地方消費税を含まない金額で計算を行う。 
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３． 提案内容の評価 

提案内容の評価は、提案書に基づいて以下の手順で行う。 

(1)提案評価項目の配点 

分類別の配点は次表のとおりとする。なお、詳細な項目別の配点については、提案書評価表に記載す

る。 

 

評価項目 配点 備考 

１ 全体概要 330 業務実施における全般的な提案内容（4項目） 

２ 機能要件 900 機能要件に対する提案内容（7項目） 

３ システム基盤 450 システム構成などの提案内容（4項目） 

４ システム構築 600 構築にあたっての提案内容（5項目） 

５ 運用保守 600 運用保守にあたっての提案内容（5項目） 

６ 追加提案 120  

合計 3,000  

(2) 項目評価点の考え方 

項目ごとに、次表のとおりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥの５段階で評価する。  

評価 評価による乗数 基準 

Ａ 5/5 特に優れたレベルの提案 

Ｂ 3/5 優れたレベルの提案 

Ｃ 2/5 標準レベルの提案 

Ｄ 1/5 最低限仕様を満たすレベルの提案 

Ｅ 0/5 記載がない・仕様を満たさない 

(3)技術評価点の計算 

「技術評価点」は、提案書評価表に示す各評価項目の配点（満点）に、評価による乗数を乗じて算出し

た点数の合計とする。 

 

４．落札候補者の決定要件 

落札候補者の決定に当たっては、「価格評価点」及び「技術評価点」の合計が最も高い者を落札候補者

とするが、明らかに仕様を満たさない、または「技術評価点」が1,200点を下回る者は落札候補者とし

ない。 

また、入札金額内訳書に記載する年度別計（価格）が、以下に示す各年度の金額（年度別支払限度

額）を超える場合は、落札候補者としない。 

年度別支払限度額（消費税及び地方消費税を含まない。） 

 

令和７年度及び令和 8 年度 245,000,000 円（令和８年度にまとめて支払い） 

令和 9 年度  27,000,000 円 
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令和 10 年度  27,000,000 円 

令和 11 年度  27,000,000 円 

令和 12 年度  27,000,000 円 

令和 13 年度  27,000,000 円 


